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表彰事業者① 

事 業 者 名 
日光市所野１４５２ 

東武バス日光株式会社 取締役社長 相川 春雄 

業種又は活動内容  旅客運送事業 

表 彰 の 理 由 

 

 表彰に該当する取組みの３「性別によらず個人の能力発揮

を促進し、その活用を図る取組み」に該当する。 

 男性の多い職場、また男性の多い職種に女性を採用し、女

性の職域の拡大を図っているため。 

 また、その従業員は、日光地域の豊富な知識を生かし、質

問をしてくる観光客を楽しませて評判も良いなど、女性従業

員が活きいきと仕事ができる環境であるため。 

 

 

表彰事業者② 

事 業 者 名 
 日光市今市３８１ 

社団医療法人 明倫会 理事長 熊谷 さち 

業種又は活動内容  医療業 

表 彰 の 理 由 

 

 表彰に該当する取組みの１「男女の人権に配慮した働きや

すい職場環境づくりのための取組み」に該当する。 

 年次休暇はもちろん、特別休暇等についても取得しやすい

自然な職場環境であり、実際に多くの従業員が特別休暇等を

取得しているほか、セクハラ対策として防止マニュアルを作

成し、相談体制の整備などを行っているため。 

 

 表彰に該当する取組みの２「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）を支援するための取組み」に該当する。 

 育児休暇や子どもの看護休暇を取得する従業員が多く、ワ

ーク・ライフ・バランスを支援しているほか、ノー残業デー

を設けているため。 

 

 表彰に該当する取組みの４「その他男女が共同して参画す

ることのできる環境づくりのための取組み」に該当する。 

 義務ではなく努力義務である「一般事業主行動計画」を策

定しているため。 

 

写真が次ページにあります。 



 

○東武バス日光株式会社さん 

 

 

○社団医療法人 明倫会さん 

 

 


